
 

カウント 階層 第１子 第２子
第３子

以降
カウント 階層 第１子 第２子

第３子

以降

Ａ 0 0 0 Ａ 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0

15,300 0 0 7,650 0 0

15,100 0 0 7,550 0 0

19,800 0 0 9,000 0 0

19,500 0 0 9,000 0 0

24,000 0 0 9,000 0 0

23,600 0 0 9,000 0 0

28,600 0 0 9,000 0 0

28,200 0 0 9,000 0 0

28,600 0 0 28,600 0 0

28,200 0 0 28,200 0 0

33,500 0 0 33,500 0 0

33,000 0 0 33,000 0 0

41,500 0 0 41,500 0 0

40,800 0 0 40,800 0 0

54,400 27,200 0 54,400 27,200 0

53,500 26,750 0 53,500 26,750 0

61,000 30,500 0 61,000 30,500 0

60,100 30,050 0 60,100 30,050 0

80,000 40,000 0 80,000 40,000 0

78,800 39,400 0 78,800 39,400 0

91,400 45,700 0 91,400 45,700 0

89,900 44,950 0 89,900 44,950 0

注１　生計を一にしている子の年齢に係わらず、年齢が高い順に第１子と数え、第２子以降は無料となります。

注２　同一世帯から２人以上の就学前児童が保育所等を利用している場合、通っているお子さんの中で年齢の高い順に、１人目は全額、２人目は半額、３人目以降

は無料となります。

（保育所等とは…保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育所・事業所内保育所（市の認可を受けたもの）、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設

通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用するもの）

301,000円以上 ～ 397,000円未満 Ｄ８ Ｄ８

397,000円以上 ～ Ｄ９ Ｄ９

169,000円以上 ～ 248,900円未満 Ｄ６ Ｄ６

248,900円以上 ～ 301,000円未満 Ｄ７ Ｄ７

97,000円以上 ～ 123,600円未満 Ｄ４ Ｄ４

123,600円以上 ～ 169,000円未満 Ｄ５ Ｄ５

71,000円以上 ～ 77,101円未満

Ｄ３

Ｄ３.

77,101円以上 ～ 97,000円未満 Ｄ３

Ｄ１

54,600円以上 ～ 71,000円未満 Ｄ２ Ｄ２

市

町

村

民

税

所

得

割

課

税

額

1円以上 ～ 48,600円未満 Ｃ２ Ｃ２

48,600円以上 ～ 54,600円未満 Ｄ１

5,850 0 0

11,600 5,800 0 0

生活保護世帯 ・ 里親

市町村民税非課税世帯 Ｂ Ｂ

市町村民税均等割のみ世帯

（所得割非課税）
Ｃ１

11,700 0 0
Ｃ１

(円）

３号認定（０－２歳児クラス）

ひとり親・障害者 以外の 世帯 ひとり親・障害者世帯

　上段：保育標準時間

下段：保育短時間

　上段：保育標準時間

下段：保育短時間
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教育・保育認定 
 

１号認定（教育認定 ３歳－５歳児クラス）の保育料 ０円 ※１号認定は満３歳から対象 

 

２号認定（保育認定 ３歳－５歳児クラス）の保育料 ０円 
 

３号認定（保育認定 ０歳－２歳児クラス）の保育料 下記の料金表のとおり 

令和２年度 帯広市保育所保育料金


